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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

回次
第11期

第２四半期
累計期間

会計期間
自 2021年12月１日
至 2022年５月31日

売上高 （千円） 1,142,997

経常損失（△） （千円） △322,475

四半期純損失（△） （千円） △323,825

持分法を適用した場合の投資利益 （千円） －

資本金 （千円） 1,100,070

発行済株式総数
普通株式
Ａ種優先株式
Ｂ種優先株式
Ｃ種優先株式
Ｄ種優先株式
Ｅ種優先株式
Ｆ種優先株式

（株）

14,060,000
5,540,000
1,666,200
4,195,200
1,640,000
194,400

1,940,000

純資産額 （千円） 2,250,424

総資産額 （千円） 3,688,367

１株当たり四半期純損失（△） （円） △23.35

潜在株式調整後１株当たり
四半期純利益

（円） －

１株当たり配当額 （円） －

自己資本比率 （％） 61.0

営業活動によるキャッシュ・フロー （千円） △221,783

投資活動によるキャッシュ・フロー （千円） △7,527

財務活動によるキャッシュ・フロー （千円） 2,000,140

現金及び現金同等物の四半期末残高 （千円） 2,642,912

回次
第11期

第２四半期
会計期間

会計期間
自 2022年３月１日
至 2022年５月31日

１株当たり四半期純損失（△） （円） △13.69

（注）１. 当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移につ

いては記載しておりません。

２. 持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社を有していないため記載しておりません。

３. 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式は存在するものの、当社株式は非上場であ
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り、期中平均株価が把握できないため記載しておりません。また、１株当たり四半期純損失であるため記

載しておりません。

４. 当社は、第10期第２四半期累計期間については四半期財務諸表を作成していないため、第10期第２四半期

累計期間に係る主要な経営指標等の推移については記載しておりません。

５. 「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日）等を第１四半期会計期間の期首

から適用しており、当第２四半期累計期間に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用し

た後の指標等となっております。

６. 2022年９月６日付で普通株式２株につき１株の割合で株式併合を行っております。第11期の期首に当該株

式併合が行われたと仮定して１株当たり四半期純損失を算定しております。

２ 【事業の内容】

当第２四半期累計期間において、当社において営まれている事業の内容について、重要な変更はありません。
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第２ 【事業の状況】

１ 【事業等のリスク】

当第２四半期累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、新規上場申請のための有価証券報告書

（Ⅰの部）に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。

２ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において判断したものです。なお、当社は、前第２四

半期累計期間については四半期財務諸表を作成していないため、前年同四半期累計期間との比較分析は行っており

ません。

（１） 財政状態及び経営成績の状況

当第２四半期累計期間における我が国の経済は、新型コロナウイルス感染症の世界的な拡大が一服し、国内で

流行していた新たな変異株についても感染者数は減少傾向にあり、2022年１月に実施されていたまん延防止等重

点措置も2022年３月に解除され、人々も徐々に以前の生活を取り戻しつつあります。IT環境においては、スマー

トフォンアプリ等を通じての個人間取引や継続的に消費者からサービスの対価を受け取るサブスクリプション型

ビジネス、インターネット上でサービスを提供するSaaSのトレンドが引き続き拡大しています。

このような状況の下、当社は、note事業（クリエイターがユーザーとコミュニケーションをとりながらデジタ

ルコンテンツを創作・公開・販売できるプラットフォームの「note」の運営）、note pro事業（法人向け情報発

信プラットフォーム（SaaS）の「note pro」の運営）、法人向けサービス事業（「note」上での企業協賛型コン

テストの実施など）を主要な事業として展開してまいりました。「note」は新型コロナウイルス感染症の対策の

ために消費者の行動が変容し、オンラインコンテンツの消費時間が増加した影響を受けて前期から継続してユー

ザー数が増加し、2022年５月末時点で会員登録者数は510万人を突破しております。一方、2022年５月単月の流通

金額は924百万円超（前年同月比128.8%）となり、高水準で推移しています。また、「note pro」については、

noteのサービス成長に伴う企業からの認知度向上により順調に契約数を伸ばしており、2022年５月末時点で有料

アカウント数は530を超えています。法人向けサービス事業として実施している「noteコンテスト」については、

2022年５月末時点で47,240千円の売上を計上しております。

　以上の結果、当第２四半期の財政状態及び経営成績は以下のとおりとなりました。

① 経営成績

　当第２四半期累計期間の売上高は1,142,997千円となりました。内訳は、note売上高893,593千円、note pro売

上高141,017千円、法人向けサービス売上高54,620千円、その他売上高53,767千円です。一方、自社サービスを拡

大するため人材採用やプロダクトの開発コストが先行した結果、営業損失は316,851千円、経常損失は322,475千

円、四半期純損失は323,825千円となりました。

　なお、当社はメディアプラットフォーム事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載は省略してお

ります。

② 財政状況

　当第２四半期会計期間末における財政状況は以下のとおりです。

（資産）

　流動資産は前事業年度末に比べ1,936,057千円増加し、3,568,529千円となりました。これは主に、第三者割当

増資などにより現金及び預金が1,770,828千円、「note」のGMVの伸長などにより未収入金が166,283千円増加した

ことなどによります。

　固定資産は前事業年度末に比べ1,694千円増加し、119,837千円となりました。これは主に、事業用PCの取得な

どにより有形固定資産が3,473千円増加したことなどによります。

　この結果、資産合計は前事業年度末に比べ1,937,752千円増加し、3,688,367千円となりました。

（負債）

　流動負債は、前事業年度末に比べ261,438千円増加し、1,277,943千円となりました。これは主に、「note」の
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GMVの伸長などによりクリエイター向けの預り金が増加したため、預り金が196,321千円増加したことなどにより

ます。

　固定負債は前事業年度末と同じく160,000千円となりました。

　この結果、負債合計は前事業年度末に比べ261,438千円増加し、1,437,943千円となりました。

（純資産）

　純資産は、前事業年度末に比べ1,676,314千円増加し、2,250,424千円となりました。これは、四半期純損失の

計上により利益剰余金が323,825千円減少した一方で、第三者割当増資により資本金が1,000,070千円、資本剰余

金が1,000,070千円増加したことによります。

　以上により当第２四半期会計期間末の自己資本比率は61.0％となりました。

③ キャッシュ・フローの状況

当第２四半期会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は前事業年度末より1,770,828

千円増加し、2,642,912千円となりました。当第２四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれら

の要因は次のとおりです。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　当第２四半期累計期間における営業活動による資金の減少は、221,783千円となりました。これは主に、

「note」のGMVの伸長などによるクリエイター向けの預り金が増加したことなどによる預り金増加額196,321千円

により資金が増加した一方で、サービスを拡大するため人材採用やプロダクトの開発コストが先行した結果発生

した税引前四半期純損失322,475千円及び「note」のGMVの伸長などによる未収入金の増加額166,283千円により資

金が減少したことなどによります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　当第２四半期累計期間における投資活動による資金の減少は、7,527千円となりました。これは主に、事業用PC

などの有形固定資産の取得による支出7,290千円によります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　当第２四半期累計期間における財務活動による資金の増加は、2,000,140千円となりました。これは、第三者割

当増資の株式の発行による収入2,000,140千円によります。

（２） 会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

　新規上場申請のための有価証券報告書（Ⅰの部）に記載した「経営者による財政状態、経営成績及びキャッシ

ュ・フローの状況の分析」中の会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定の記載について重要な変更はありま

せん。

（３） 経営方針・経営戦略等及び経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等

　当第２四半期累計期間において、当社が定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はありません。

（４） 優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

　当第２四半期累計期間において新たに発生した優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題について重要な変

更はありません。

（５） 研究開発活動

　該当事項はありません。

３ 【経営上の重要な契約等】

当第２四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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第３ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

（１） 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 54,300,000

Ａ種優先株式 22,160,000

Ｂ種優先株式 6,664,800

Ｃ種優先株式 16,780,800

Ｄ種優先株式 6,560,000

Ｅ種優先株式 777,600

Ｆ種優先株式 1,940,000

計 109,183,200

（注）2022年９月６日開催の臨時株主総会決議に基づき、定款の一部変更を行い、2022年９月６日付でＡ種優先株式、

Ｂ種優先株式、Ｃ種優先株式、Ｄ種優先株式、Ｅ種優先株式及びＦ種優先株式に関する定款の定めを廃止する

とともに、普通株式について２株につき１株の割合で株式併合を行っております。これにより、普通株式の発

行可能株式総数は54,591,600株となりました。

② 【発行済株式】

種類
第２四半期会計期間
末現在発行数（株）
（2022年５月31日）

提出日現在発行数（株）
（2022年11月17日）

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 14,060,000 14,617,900 非上場

完全議決権株式であり、権
利内容に何ら限定のない当
社における標準となる株式
です。（注）１，２，３

Ａ種優先株式 5,540,000 － 非上場 （注）４

Ｂ種優先株式 1,666,200 － 非上場 （注）５

Ｃ種優先株式 4,195,200 － 非上場 （注）６

Ｄ種優先株式 1,640,000 － 非上場 （注）７

Ｅ種優先株式 194,400 － 非上場 （注）８

Ｆ種優先株式 1,940,000 － 非上場 （注）９

計 29,235,800 14,617,900 － －

（注）１.株主からの取得請求権の行使を受けたことにより、2022年８月26日付でＡ種優先株式、Ｂ種優先株式、Ｃ種優先

株式、Ｄ種優先株式、Ｅ種優先株式及びＦ種優先株式のすべてを自己株式として取得し、対価としてＡ種優先株

式、Ｂ種優先株式、Ｃ種優先株式、Ｄ種優先株式、Ｅ種優先株式及びＦ種優先株式１株につき、それぞれ普通株

式１株を交付しております。また、当社が取得したＡ種優先株式、Ｂ種優先株式、Ｃ種優先株式、Ｄ種優先株

式、Ｅ種優先株式及びＦ種優先株式のすべてについて、2022年８月22日開催の取締役会において、会社法第178

条の規定に基づき消却することを決議し、2022年８月29日付で消却しております。なお、当社は、2022年９月６

日開催の臨時株主総会により、同日付で種類株式を発行する旨の定款の定めを廃止しております。

２.2022年８月22日開催の取締役会決議及び2022年９月６日開催の臨時株主総会決議に基づき、2022年９月６日付で

普通株式２株につき１株の割合で株式併合されたことを受け、同日付けで発行済株式総数は14,617,900株となっ

ております。
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３.2022年９月６日開催の臨時株主総会で定款変更が決議され、同日付で１単元を100株とする単元株制度を採用し

ております。

４.Ａ種優先株式の内容は以下のとおりです。

（優先配当金）

　当社は、当社が吸収分割又は新設分割をする場合において剰余金の配当をするときには、当該配当の基準日

の最終の株主名簿に記載又は記録されたＡ種優先株主又はＡ種優先登録質権者に対し、同日の最終の株主名簿

に記載された普通株主又は普通登録質権者に先立ち、Ａ種優先株式１株につき、Ａ種優先分配額に相当する額

をそれぞれ配当する。なお、本項に基づき配当される剰余金の額が、発行済のＡ種優先株式の数（自己株式を

除く。）にＡ種優先分配額を乗じた額の合計額に満たない場合には、本項に基づきＡ種優先株式１株当たりに

配当される剰余金の額の比率が、Ａ種優先分配額の比率と同じになるように配当する。

　前項に基づく配当をした後、普通株主又は普通登録質権者に対して配当をするときは、同時に、Ａ種優先株

主又はＡ種優先登録質権者に対して、Ａ種優先株式１株当たり、普通株式１株当たりの配当額に、その時点に

おけるＡ種取得比率を乗じた額の配当をそれぞれ行う。なお、本条に基づく配当財産の計算上生じる１株未満

の端数は切り捨てるものとする。

（残余財産の分配）

　当社の残余財産を分配するときは、Ａ種優先株主又はＡ種優先登録株式質権者に対し、Ａ種優先株式１株に

つき金110円（以下「Ａ種優先分配額」という。）が、普通株主又は普通登録株式質権者に先立ち分配される。

但し、Ａ種優先株式につき、株式分割、株式併合、株式無償割当又はこれに類する事由があったときは、その

比率に応じて、Ａ種優先分配額は適切に調整される。Ａ種優先株主又はＡ種優先登録株式質権者にＡ種優先分

配額の残余財産が分配されたのち、なお残余財産がある場合は、Ａ種優先株主又はＡ種優先登録株式質権者に

対し、Ａ種優先株式１株につき、普通株式１株に対して分配される残余財産と同額の残余財産が分配される。

（議決権）

　Ａ種優先株主は、当社株主総会及びＡ種優先株主を構成員とする種類株主総会において、Ａ種優先株式１株

につき１個の議決権を有する。

（普通株式を対価とする取得請求権）

　Ａ種優先株主は、Ａ種優先株主となった時点以降いつでも、保有するＡ種優先株式の全部又は一部につき、

当社がＡ種優先株式を取得するのと引換えに普通株式を交付することを当社に請求することができる権利（以

下「取得請求権」という。）を有する。その条件は以下のとおりとする。

（１）Ａ種優先株式の取得と引換えに交付する普通株式数

Ａ種優先株式１株の取得と引換えに交付する当社の普通株式の株式数（以下「Ａ種取得比率」という。）

は次のとおりとする。かかる取得請求権の行使により各Ａ種優先株主に対して交付される普通株式の数に

つき１株未満の端数が発生した場合はこれを切り捨て、金銭による調整を行う。

Ａ種取得比率＝
Ａ種優先株式の基準価額

取得価額

（２）上記（１）のＡ種優先株式の基準価額及び取得価額は、当初55円とする。

（取得条項に関する定め）

　当社は、当社の株式の金融商品取引所への上場の申請を行うことが取締役会で可決され、かつ当該株式公開

に関する主幹事の金融商品取引業者から要請を受けた場合、Ａ種優先株式の基準価額及び取得価額をそれぞれ

55円とし、Ａ種優先株式１株に対し、普通株式（基準価額÷取得価額）株の割合で、普通株式と引き換えにＡ

種優先株式を全部取得できるものとする。但し、基準価額及び取得価額については、次項「取得価額等の調

整」に定めるところに従い調整されることがある。

（取得価額等の調整）

Ａ種優先株式の基準価額及び取得価額は、以下の定めにより調整される。

（１） 株式等の発行又は処分に伴う調整

　Ａ種優先株式発行後、下記①又は②に掲げる事由により当社の株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる

可能性がある場合は、（取得条項に関する定め）の取得価額（以下「Ａ種取得価額」という。）は、下記①の

場合は当該株式の１株当たりの払込金額に、下記②の場合は下記に定めるＡ種潜在株式等取得価額に、それぞ

れ変更されるものとする。

① 調整前のＡ種取得価額を下回る払込金額をもって株式を発行又は処分する場合。但し、株式無償割当てによ

る場合及び潜在株式等（取得条項付株式、新株予約権、新株予約権付社債、その他その保有者若しくは当社

の請求に基づき又は一定の事由の発生を条件として株式を取得し得る地位を伴う証券又は権利を意味する。

以下同じ。）の取得原因（潜在株式等に基づき会社が株式を交付する原因となる保有者若しくは当社の請求

又は一定の事由を意味する。以下同じ。）の発生による場合を除く。調整後のＡ種取得価額は、募集又は割

当てのための基準日があるときはその日の翌日、それ以外のときは株式の発行又は処分の効力発生日（会社

法第209条第２号が適用される場合は、同号に定める期間の末日）の翌日以降にこれを適用する。

② 調整前のＡ種取得価額を下回るＡ種潜在株式等取得価額をもって株式を取得し得る潜在株式等を発行又は処

分する場合（無償割当てを含む。但し、株式無償割当てを除く。）。本②にいう「Ａ種潜在株式等取得価

額」とは、株式１株を取得するために当該潜在株式等の取得及び取得原因の発生を通じて負担すべき金額を
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意味するものとし、以下同様とする。調整後のＡ種取得価額は、募集又は割当てのための基準日がある場合

はその日、それ以外のときは潜在株式等の発行又は処分の効力発生日（会社法第209条第２号が適用される

場合は、同号に定める期間の末日）に、全ての潜在株式等につき取得原因が発生したものとみなし、このみ

なされる日の翌日以降にこれを適用する。

（２） 株式の分割、併合又は無償割当てによる調整

　Ａ種優先株式発行後、株式の分割、併合又は株式無償割当てを行う場合は、Ａ種取得価額は以下の調整式に

基づき調整される。調整後のＡ種取得価額は、株式分割、株式併合又は株式無償割当ての効力発生日（割当て

のための基準日がある場合はその日）の翌日以降、それぞれ適用されるものとする。調整額の算定上発生した

１円未満の端数は切り捨てるものとする。

調整後Ａ種取得価額＝当該調整前Ａ種取得価額×
１

分割・併合・無償割当ての比率

（３） その他の調整

　上記に掲げた事由によるほか、次に該当する場合には、当社は取締役会の決議に基づき、合理的な範囲にお

いてＡ種優先株式の取得価額及び／又は基準価額の調整を行うものとする。

①合併、会社分割、株式移転又は株式交換のためにＡ種取得価額の調整を必要とする場合。

②潜在株式等の取得原因が発生する可能性のある期間が終了した場合。但し、潜在株式等の全部について取得

原因が発生した場合を除く。

③潜在株式等にかかる（１）②に定める潜在株式等取得価額が修正される場合。

④上記のほか、当社の普通株式数に変更又は変更の可能性を生じる事由の発生によって取得価額の調整が必要

であると取締役会が合理的に判断する場合。

（会社法第322条第２項に規定する定款の定めの有無）

　会社法第322条第２項に規定する定款の定めはありません。

５. Ｂ種優先株式の内容は以下のとおりです。

（優先配当金）

　当社は、当社が吸収分割又は新設分割をする場合において剰余金の配当をするときには、当該配当の基準日

の最終の株主名簿に記載又は記録されたＢ種優先株主又はＢ種優先登録質権者に対し、同日の最終の株主名簿

に記載された普通株主又は普通登録質権者に先立ち、Ｂ種優先株式１株につき、Ｂ種優先分配額に相当する額

をそれぞれ配当する。なお、本項に基づき配当される剰余金の額が、発行済のＢ種優先株式の数（自己株式を

除く。）にＢ種優先分配額を乗じた額の合計額に満たない場合には、本項に基づきＢ種優先株式１株当たりに

配当される剰余金の額の比率が、Ｂ種優先分配額の比率と同じになるように配当する。

　前項に基づく配当をした後、普通株主又は普通登録質権者に対して配当をするときは、同時に、Ｂ種優先株

主又はＢ種優先登録質権者に対して、Ｂ種優先株式１株当たり、普通株式１株当たりの配当額に、その時点に

おけるＢ種取得比率を乗じた額の配当をそれぞれ行う。なお、本条に基づく配当財産の計算上生じる１株未満

の端数は切り捨てるものとする。

（残余財産の分配）

　当社の残余財産を分配するときは、Ｂ種優先株主又はＢ種優先登録株式質権者に対し、Ｂ種優先株式１株に

つき金90円（以下「Ｂ種優先分配額」という。）が、普通株主又は普通登録株式質権者に先立ち分配される。

但し、Ｂ種優先株式につき、株式分割、株式併合、株式無償割当又はこれに類する事由があったときは、その

比率に応じて、Ｂ種優先分配額は適切に調整される。Ｂ種優先株主又はＢ種優先登録株式質権者にＢ種優先分

配額の残余財産が分配されたのち、なお残余財産がある場合は、Ｂ種優先株主又はＢ種優先登録株式質権者に

対し、Ｂ種優先株式１株につき、普通株式１株に対して分配される残余財産と同額の残余財産が分配される。

（議決権）

　Ｂ種優先株主は、当社株主総会及びＢ種優先株主を構成員とする種類株主総会において、Ｂ種優先株式１株

につき１個の議決権を有する。

（普通株式を対価とする取得請求権）

　Ｂ種優先株主は、Ｂ種優先株主となった時点以降いつでも、保有するＢ種優先株式の全部又は一部につき、

当社がＢ種優先株式を取得するのと引換えに普通株式を交付することを当社に請求することができる権利（以

下「取得請求権」という。）を有する。その条件は以下のとおりとする。

（１）Ｂ種優先株式の取得と引換えに交付する普通株式数

Ｂ種優先株式１株の取得と引換えに交付する当社の普通株式の株式数（以下「Ｂ種取得比率」という。）

は次のとおりとする。かかる取得請求権の行使により各Ｂ種優先株主に対して交付される普通株式の数に

つき１株未満の端数が発生した場合はこれを切り捨て、金銭による調整を行う。

Ｂ種取得比率＝
Ｂ種優先株式の基準価額

取得価額
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（２）上記（１）のＢ種優先株式の基準価額及び取得価額は、当初90円とする。

（取得条項に関する定め）

　当社は、当社の株式の金融商品取引所への上場の申請を行うことが取締役会で可決され、かつ当該株式公開

に関する主幹事の金融商品取引業者から要請を受けた場合、Ｂ種優先株式の基準価額及び取得価額をそれぞれ

90円とし、Ｂ種優先株式１株に対し、普通株式（基準価額÷取得価額）株の割合で、普通株式と引き換えにＢ

種優先株式を全部取得できるものとする。但し、基準価額及び取得価額については、次項「取得価額等の調

整」に定めるところに従い調整されることがある。

（取得価額等の調整）

Ｂ種優先株式の基準価額及び取得価額は、以下の定めにより調整される。

（１） 株式等の発行又は処分に伴う調整

　Ｂ種優先株式発行後、下記①又は②に掲げる事由により当社の株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる

可能性がある場合は、（取得条項に関する定め）の取得価額（以下「Ｂ種取得価額」という。）は、下記①の

場合は当該株式の１株当たりの払込金額に、下記②の場合は下記に定めるＢ種潜在株式等取得価額に、それぞ

れ変更されるものとする。

① 調整前のＢ種取得価額を下回る払込金額をもって株式を発行又は処分する場合。但し、株式無償割当てによ

る場合及び潜在株式等（取得条項付株式、新株予約権、新株予約権付社債、その他その保有者若しくは当社

の請求に基づき又は一定の事由の発生を条件として株式を取得し得る地位を伴う証券又は権利を意味する。

以下同じ。）の取得原因（潜在株式等に基づき会社が株式を交付する原因となる保有者若しくは当社の請求

又は一定の事由を意味する。以下同じ。）の発生による場合を除く。調整後のＢ種取得価額は、募集又は割

当てのための基準日があるときはその日の翌日、それ以外のときは株式の発行又は処分の効力発生日（会社

法第209条第２号が適用される場合は、同号に定める期間の末日）の翌日以降にこれを適用する。

② 調整前のＢ種取得価額を下回るＢ種潜在株式等取得価額をもって株式を取得し得る潜在株式等を発行又は処

分する場合（無償割当てを含む。但し、株式無償割当てを除く。）。本②にいう「Ｂ種潜在株式等取得価

額」とは、株式１株を取得するために当該潜在株式等の取得及び取得原因の発生を通じて負担すべき金額を

意味するものとし、以下同様とする。調整後のＢ種取得価額は、募集又は割当てのための基準日がある場合

はその日、それ以外のときは潜在株式等の発行又は処分の効力発生日（会社法第209条第２号が適用される

場合は、同号に定める期間の末日）に、全ての潜在株式等につき取得原因が発生したものとみなし、このみ

なされる日の翌日以降にこれを適用する。

（２） 株式の分割、併合又は無償割当てによる調整

　Ｂ種優先株式発行後、株式の分割、併合又は株式無償割当てを行う場合は、Ｂ種取得価額は以下の調整式に

基づき調整される。調整後のＢ種取得価額は、株式分割、株式併合又は株式無償割当ての効力発生日（割当て

のための基準日がある場合はその日）の翌日以降、それぞれ適用されるものとする。調整額の算定上発生した

１円未満の端数は切り捨てるものとする。

調整後Ｂ種取得価額＝当該調整前Ｂ種取得価額×
１

分割・併合・無償割当ての比率

（３） その他の調整

　上記に掲げた事由によるほか、次に該当する場合には、当社は取締役会の決議に基づき、合理的な範囲にお

いてＢ種優先株式の取得価額及び／又は基準価額の調整を行うものとする。

①合併、会社分割、株式移転又は株式交換のためにＢ種取得価額の調整を必要とする場合。

②潜在株式等の取得原因が発生する可能性のある期間が終了した場合。但し、潜在株式等の全部について取得

原因が発生した場合を除く。

③潜在株式等にかかる（１）②に定める潜在株式等取得価額が修正される場合。

④上記のほか、当社の普通株式数に変更又は変更の可能性を生じる事由の発生によって取得価額の調整が必要

であると取締役会が合理的に判断する場合。

（会社法第322条第２項に規定する定款の定めの有無）

　会社法第322条第２項に規定する定款の定めはありません。

６. Ｃ種優先株式の内容は以下のとおりです。

（優先配当金）

　当社は、当社が吸収分割又は新設分割をする場合において剰余金の配当をするときには、当該配当の基準日

の最終の株主名簿に記載又は記録されたＣ種優先株主又はＣ種優先登録質権者に対し、同日の最終の株主名簿

に記載された普通株主又は普通登録質権者に先立ち、Ｃ種優先株式１株につき、Ｃ種優先分配額に相当する額

をそれぞれ配当する。なお、本項に基づき配当される剰余金の額が、発行済のＣ種優先株式の数（自己株式を

除く。）にＣ種優先分配額を乗じた額の合計額に満たない場合には、本項に基づきＣ種優先株式１株当たりに

配当される剰余金の額の比率が、Ｃ種優先分配額の比率と同じになるように配当する。

　前項に基づく配当をした後、普通株主又は普通登録質権者に対して配当をするときは、同時に、Ｃ種優先株

主又はＣ種優先登録質権者に対して、Ｃ種優先株式１株当たり、普通株式１株当たりの配当額に、その時点に

おけるＣ種取得比率を乗じた額の配当をそれぞれ行う。なお、本条に基づく配当財産の計算上生じる１株未満

　



― 9 ―

の端数は切り捨てるものとする。

（残余財産の分配）

　当社の残余財産を分配するときは、Ｃ種優先株主又はＣ種優先登録株式質権者に対し、Ｃ種優先株式１株に

つき金151円（以下「Ｃ種優先分配額」という。）が、普通株主又は普通登録株式質権者に先立ち分配される。

但し、Ｃ種優先株式につき、株式分割、株式併合、株式無償割当又はこれに類する事由があったときは、その

比率に応じて、Ｃ種優先分配額は適切に調整される。Ｃ種優先株主又はＣ種優先登録株式質権者にＣ種優先分

配額の残余財産が分配されたのち、なお残余財産がある場合は、Ｃ種優先株主又はＣ種優先登録株式質権者に

対し、Ｃ種優先株式１株につき、普通株式１株に対して分配される残余財産と同額の残余財産が分配される。

（議決権）

　Ｃ種優先株主は、当社株主総会及びＣ種優先株主を構成員とする種類株主総会において、Ｃ種優先株式１株

につき１個の議決権を有する。

（普通株式を対価とする取得請求権）

　Ｃ種優先株主は、Ｃ種優先株主となった時点以降いつでも、保有するＣ種優先株式の全部又は一部につき、

当社がＣ種優先株式を取得するのと引換えに普通株式を交付することを当社に請求することができる権利（以

下「取得請求権」という。）を有する。その条件は以下のとおりとする。

（１）Ｃ種優先株式の取得と引換えに交付する普通株式数

Ｃ種優先株式１株の取得と引換えに交付する当社の普通株式の株式数（以下「Ｃ種取得比率」という。）

は次のとおりとする。かかる取得請求権の行使により各Ｃ種優先株主に対して交付される普通株式の数に

つき１株未満の端数が発生した場合はこれを切り捨て、金銭による調整を行う。

Ｃ種取得比率＝
Ｃ種優先株式の基準価額

取得価額

（２）上記（１）のＣ種優先株式の基準価額及び取得価額は、当初151円とする。

（取得条項に関する定め）

　当社は、当社の株式の金融商品取引所への上場の申請を行うことが取締役会で可決され、かつ当該株式公開

に関する主幹事の金融商品取引業者から要請を受けた場合、Ｃ種優先株式の基準価額及び取得価額をそれぞれ

151円とし、Ｃ種優先株式１株に対し、普通株式（基準価額÷取得価額）株の割合で、普通株式と引き換えにＣ

種優先株式を全部取得できるものとする。但し、基準価額及び取得価額については、次項「取得価額等の調

整」に定めるところに従い調整されることがある。

（取得価額等の調整）

Ｃ種優先株式の基準価額及び取得価額は、以下の定めにより調整される。

（１） 株式等の発行又は処分に伴う調整

　Ｃ種優先株式発行後、下記①又は②に掲げる事由により当社の株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる

可能性がある場合は、（取得条項に関する定め）の取得価額（以下「Ｃ種取得価額」という。）は、下記①の

場合は当該株式の１株当たりの払込金額に、下記②の場合は下記に定めるＣ種潜在株式等取得価額に、それぞ

れ変更されるものとする。

① 調整前のＣ種取得価額を下回る払込金額をもって株式を発行又は処分する場合。但し、株式無償割当てによ

る場合及び潜在株式等（取得条項付株式、新株予約権、新株予約権付社債、その他その保有者若しくは当社

の請求に基づき又は一定の事由の発生を条件として株式を取得し得る地位を伴う証券又は権利を意味する。

以下同じ。）の取得原因（潜在株式等に基づき会社が株式を交付する原因となる保有者若しくは当社の請求

又は一定の事由を意味する。以下同じ。）の発生による場合を除く。調整後のＣ種取得価額は、募集又は割

当てのための基準日があるときはその日の翌日、それ以外のときは株式の発行又は処分の効力発生日（会社

法第209条第２号が適用される場合は、同号に定める期間の末日）の翌日以降にこれを適用する。

② 調整前のＣ種取得価額を下回るＣ種潜在株式等取得価額をもって株式を取得し得る潜在株式等を発行又は処

分する場合（無償割当てを含む。但し、株式無償割当てを除く。）。本②にいう「Ｃ種潜在株式等取得価

額」とは、株式１株を取得するために当該潜在株式等の取得及び取得原因の発生を通じて負担すべき金額を

意味するものとし、以下同様とする。調整後のＣ種取得価額は、募集又は割当てのための基準日がある場合

はその日、それ以外のときは潜在株式等の発行又は処分の効力発生日（会社法第209条第２号が適用される

場合は、同号に定める期間の末日）に、全ての潜在株式等につき取得原因が発生したものとみなし、このみ

なされる日の翌日以降にこれを適用する。

（２） 株式の分割、併合又は無償割当てによる調整

　Ｃ種優先株式発行後、株式の分割、併合又は株式無償割当てを行う場合は、Ｃ種取得価額は以下の調整式に

基づき調整される。調整後のＣ種取得価額は、株式分割、株式併合又は株式無償割当ての効力発生日（割当て

のための基準日がある場合はその日）の翌日以降、それぞれ適用されるものとする。調整額の算定上発生した

１円未満の端数は切り捨てるものとする。

調整後Ｃ種取得価額＝当該調整前Ｃ種取得価額×
１

分割・併合・無償割当ての比率
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（３） その他の調整

　上記に掲げた事由によるほか、次に該当する場合には、当社は取締役会の決議に基づき、合理的な範囲にお

いてＣ種優先株式の取得価額及び／又は基準価額の調整を行うものとする。

① 合併、会社分割、株式移転又は株式交換のためにＣ種取得価額の調整を必要とする場合。

②潜在株式等の取得原因が発生する可能性のある期間が終了した場合。但し、潜在株式等の全部について取得

原因が発生した場合を除く。

③潜在株式等にかかる（１）②に定める潜在株式等取得価額が修正される場合。

④上記のほか、当社の普通株式数に変更又は変更の可能性を生じる事由の発生によって取得価額の調整が必要

であると取締役会が合理的に判断する場合。

（会社法第322条第２項に規定する定款の定めの有無）

　会社法第322条第２項に規定する定款の定めはありません。

７. Ｄ種優先株式の内容は以下のとおりです。

（優先配当金）

　当社は、当社が吸収分割又は新設分割をする場合において剰余金の配当をするときには、当該配当の基準日

の最終の株主名簿に記載又は記録されたＤ種優先株主又はＤ種優先登録質権者に対し、同日の最終の株主名簿

に記載された普通株主又は普通登録質権者に先立ち、Ｄ種優先株式１株につき、Ｄ種優先分配額に相当する額

をそれぞれ配当する。なお、本項に基づき配当される剰余金の額が、発行済のＤ種優先株式の数（自己株式を

除く。）にＤ種優先分配額を乗じた額の合計額に満たない場合には、本項に基づきＤ種優先株式１株当たりに

配当される剰余金の額の比率が、Ｄ種優先分配額の比率と同じになるように配当する。

　前項に基づく配当をした後、普通株主又は普通登録質権者に対して配当をするときは、同時に、Ｄ種優先株

主又はＤ種優先登録質権者に対して、Ｄ種優先株式１株当たり、普通株式１株当たりの配当額に、その時点に

おけるＤ種取得比率を乗じた額の配当をそれぞれ行う。なお、本条に基づく配当財産の計算上生じる１株未満

の端数は切り捨てるものとする。

（残余財産の分配）

　当社の残余財産を分配するときは、Ｄ種優先株主又はＤ種優先登録株式質権者に対し、Ｄ種優先株式１株に

つき金551円（以下「Ｄ種優先分配額」という。）が、普通株主又は普通登録株式質権者に先立ち分配される。

但し、Ｄ種優先株式につき、株式分割、株式併合、株式無償割当又はこれに類する事由があったときは、その

比率に応じて、Ｄ種優先分配額は適切に調整される。Ｄ種優先株主又はＤ種優先登録株式質権者にＤ種優先分

配額の残余財産が分配されたのち、なお残余財産がある場合は、Ｄ種優先株主又はＤ種優先登録株式質権者に

対し、Ｄ種優先株式１株につき、普通株式１株に対して分配される残余財産と同額の残余財産が分配される。

（議決権）

　Ｄ種優先株主は、当社株主総会及びＤ種優先株主を構成員とする種類株主総会において、Ｄ種優先株式１株

につき１個の議決権を有する。

（普通株式を対価とする取得請求権）

　Ｄ種優先株主は、Ｄ種優先株主となった時点以降いつでも、保有するＤ種優先株式の全部又は一部につき、

当社がＤ種優先株式を取得するのと引換えに普通株式を交付することを当社に請求することができる権利（以

下「取得請求権」という。）を有する。その条件は以下のとおりとする。

（１）Ｄ種優先株式の取得と引換えに交付する普通株式数

Ｄ種優先株式１株の取得と引換えに交付する当社の普通株式の株式数（以下「Ｄ種取得比率」という。）

は次のとおりとする。かかる取得請求権の行使により各Ｄ種優先株主に対して交付される普通株式の数に

つき１株未満の端数が発生した場合はこれを切り捨て、金銭による調整を行う。

Ｄ種取得比率＝
Ｄ種優先株式の基準価額

取得価額

（２）上記（１）のＤ種優先株式の基準価額及び取得価額は、当初551円とする。

（取得条項に関する定め）

　当社は、当社の株式の金融商品取引所への上場の申請を行うことが取締役会で可決され、かつ当該株式公開

に関する主幹事の金融商品取引業者から要請を受けた場合、Ｄ種優先株式の基準価額及び取得価額をそれぞれ

551円とし、Ｄ種優先株式１株に対し、普通株式（基準価額÷取得価額）株の割合で、普通株式と引き換えにＤ

種優先株式を全部取得できるものとする。但し、基準価額及び取得価額については、次項「取得価額等の調

整」に定めるところに従い調整されることがある。

（取得価額等の調整）

Ｄ種優先株式の基準価額及び取得価額は、以下の定めにより調整される。

（１） 株式等の発行又は処分に伴う調整

　Ｄ種優先株式発行後、下記①又は②に掲げる事由により当社の株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる

可能性がある場合は、（取得条項に関する定め）の取得価額（以下「Ｄ種取得価額」という。）は、下記①の

場合は当該株式の１株当たりの払込金額に、下記②の場合は下記に定めるＤ種潜在株式等取得価額に、それぞ
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れ変更されるものとする。

① 調整前のＤ種取得価額を下回る払込金額をもって株式を発行又は処分する場合。但し、株式無償割当てによ

る場合及び潜在株式等（取得条項付株式、新株予約権、新株予約権付社債、その他その保有者若しくは当社

の請求に基づき又は一定の事由の発生を条件として株式を取得し得る地位を伴う証券又は権利を意味する。

以下同じ。）の取得原因（潜在株式等に基づき会社が株式を交付する原因となる保有者若しくは当社の請求

又は一定の事由を意味する。以下同じ。）の発生による場合を除く。調整後のＤ種取得価額は、募集又は割

当てのための基準日があるときはその日の翌日、それ以外のときは株式の発行又は処分の効力発生日（会社

法第209条第２号が適用される場合は、同号に定める期間の末日）の翌日以降にこれを適用する。

② 調整前のＤ種取得価額を下回るＤ種潜在株式等取得価額をもって株式を取得し得る潜在株式等を発行又は処

分する場合（無償割当てを含む。但し、株式無償割当てを除く。）。本②にいう「Ｄ種潜在株式等取得価

額」とは、株式１株を取得するために当該潜在株式等の取得及び取得原因の発生を通じて負担すべき金額を

意味するものとし、以下同様とする。調整後のＤ種取得価額は、募集又は割当てのための基準日がある場合

はその日、それ以外のときは潜在株式等の発行又は処分の効力発生日（会社法第209条第２号が適用される

場合は、同号に定める期間の末日）に、全ての潜在株式等につき取得原因が発生したものとみなし、このみ

なされる日の翌日以降にこれを適用する。

（２） 株式の分割、併合又は無償割当てによる調整

　Ｄ種優先株式発行後、株式の分割、併合又は株式無償割当てを行う場合は、Ｄ種取得価額は以下の調整式に

基づき調整される。調整後のＤ種取得価額は、株式分割、株式併合又は株式無償割当ての効力発生日（割当て

のための基準日がある場合はその日）の翌日以降、それぞれ適用されるものとする。調整額の算定上発生した

１円未満の端数は切り捨てるものとする。

調整後Ｄ種取得価額＝当該調整前Ｄ種取得価額×
１

分割・併合・無償割当ての比率

（３） その他の調整

　上記に掲げた事由によるほか、次に該当する場合には、当社は取締役会の決議に基づき、合理的な範囲にお

いてＤ種優先株式の取得価額及び／又は基準価額の調整を行うものとする。

①合併、会社分割、株式移転又は株式交換のためにＤ種取得価額の調整を必要とする場合。

②潜在株式等の取得原因が発生する可能性のある期間が終了した場合。但し、潜在株式等の全部について取得

原因が発生した場合を除く。

③潜在株式等にかかる（１）②に定める潜在株式等取得価額が修正される場合。

④上記のほか、当社の普通株式数に変更又は変更の可能性を生じる事由の発生によって取得価額の調整が必要

であると取締役会が合理的に判断する場合。

（会社法第322条第２項に規定する定款の定めの有無）

　会社法第322条第２項に規定する定款の定めはありません。

８. Ｅ種優先株式の内容は以下のとおりです。

（優先配当金）

　当社は、当社が吸収分割又は新設分割をする場合において剰余金の配当をするときには、当該配当の基準日

の最終の株主名簿に記載又は記録されたＥ種優先株主又はＥ種優先登録質権者に対し、同日の最終の株主名簿

に記載された普通株主又は普通登録質権者に先立ち、Ｅ種優先株式１株につき、Ｅ種優先分配額に相当する額

をそれぞれ配当する。なお、本項に基づき配当される剰余金の額が、発行済のＥ種優先株式の数（自己株式を

除く。）にＥ種優先分配額を乗じた額の合計額に満たない場合には、本項に基づきＥ種優先株式１株当たりに

配当される剰余金の額の比率が、Ｅ種優先分配額の比率と同じになるように配当する。

　前項に基づく配当をした後、普通株主又は普通登録質権者に対して配当をするときは、同時に、Ｅ種優先株

主又はＥ種優先登録質権者に対して、Ｅ種優先株式１株当たり、普通株式１株当たりの配当額に、その時点に

おけるＥ種取得比率を乗じた額の配当をそれぞれ行う。なお、本条に基づく配当財産の計算上生じる１株未満

の端数は切り捨てるものとする。

（残余財産の分配）

　当社の残余財産を分配するときは、Ｅ種優先株主又はＥ種優先登録株式質権者に対し、Ｅ種優先株式１株に

つき金1,030円（以下「Ｅ種優先分配額」という。）が、普通株主又は普通登録株式質権者に先立ち分配され

る。但し、Ｅ種優先株式につき、株式分割、株式併合、株式無償割当又はこれに類する事由があったときは、

その比率に応じて、Ｅ種優先分配額は適切に調整される。Ｅ種優先株主又はＥ種優先登録株式質権者にＥ種優

先分配額の残余財産が分配されたのち、なお残余財産がある場合は、Ｅ種優先株主又はＥ種優先登録株式質権

者に対し、Ｅ種優先株式１株につき、普通株式１株に対して分配される残余財産と同額の残余財産が分配され

る。

（議決権）

　Ｅ種優先株主は、当社株主総会及びＥ種優先株主を構成員とする種類株主総会において、Ｅ種優先株式１株

につき１個の議決権を有する。

（普通株式を対価とする取得請求権）
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　Ｅ種優先株主は、Ｅ種優先株主となった時点以降いつでも、保有するＥ種優先株式の全部又は一部につき、

当社がＥ種優先株式を取得するのと引換えに普通株式を交付することを当社に請求することができる権利（以

下「取得請求権」という。）を有する。その条件は以下のとおりとする。

（１）Ｅ種優先株式の取得と引換えに交付する普通株式数

Ｅ種優先株式１株の取得と引換えに交付する当社の普通株式の株式数（以下「Ｅ種取得比率」という。）

は次のとおりとする。かかる取得請求権の行使により各Ｅ種優先株主に対して交付される普通株式の数に

つき１株未満の端数が発生した場合はこれを切り捨て、金銭による調整を行う。

Ｅ種取得比率＝
Ｅ種優先株式の基準価額

取得価額

（２）上記（１）のＥ種優先株式の基準価額及び取得価額は、当初1,030円とする。

（取得条項に関する定め）

　当社は、当社の株式の金融商品取引所への上場の申請を行うことが取締役会で可決され、かつ当該株式公開

に関する主幹事の金融商品取引業者から要請を受けた場合、Ｅ種優先株式の基準価額及び取得価額をそれぞれ

1,030円とし、Ｅ種優先株式１株に対し、普通株式（基準価額÷取得価額）株の割合で、普通株式と引き換えに

Ｅ種優先株式を全部取得できるものとする。但し、基準価額及び取得価額については、次項「取得価額等の調

整」に定めるところに従い調整されることがある。

（取得価額等の調整）

Ｅ種優先株式の基準価額及び取得価額は、以下の定めにより調整される。

（１） 株式等の発行又は処分に伴う調整

　Ｅ種優先株式発行後、下記①又は②に掲げる事由により当社の株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる

可能性がある場合は、（取得条項に関する定め）の取得価額（以下「Ｅ種取得価額」という。）は、下記①の

場合は当該株式の１株当たりの払込金額に、下記②の場合は下記に定めるＥ種潜在株式等取得価額に、それぞ

れ変更されるものとする。

① 調整前のＥ種取得価額を下回る払込金額をもって株式を発行又は処分する場合。但し、株式無償割当てによ

る場合及び潜在株式等（取得条項付株式、新株予約権、新株予約権付社債、その他その保有者若しくは当社

の請求に基づき又は一定の事由の発生を条件として株式を取得し得る地位を伴う証券又は権利を意味する。

以下同じ。）の取得原因（潜在株式等に基づき会社が株式を交付する原因となる保有者若しくは当社の請求

又は一定の事由を意味する。以下同じ。）の発生による場合を除く。調整後のＥ種取得価額は、募集又は割

当てのための基準日があるときはその日の翌日、それ以外のときは株式の発行又は処分の効力発生日（会社

法第209条第２号が適用される場合は、同号に定める期間の末日）の翌日以降にこれを適用する。

② 調整前のＥ種取得価額を下回るＥ種潜在株式等取得価額をもって株式を取得し得る潜在株式等を発行又は処

分する場合（無償割当てを含む。但し、株式無償割当てを除く。）。本②にいう「Ｅ種潜在株式等取得価

額」とは、株式１株を取得するために当該潜在株式等の取得及び取得原因の発生を通じて負担すべき金額を

意味するものとし、以下同様とする。調整後のＥ種取得価額は、募集又は割当てのための基準日がある場合

はその日、それ以外のときは潜在株式等の発行又は処分の効力発生日（会社法第209条第２号が適用される

場合は、同号に定める期間の末日）に、全ての潜在株式等につき取得原因が発生したものとみなし、このみ

なされる日の翌日以降にこれを適用する。

（２） 株式の分割、併合又は無償割当てによる調整

　Ｅ種優先株式発行後、株式の分割、併合又は株式無償割当てを行う場合は、Ｅ種取得価額は以下の調整式に

基づき調整される。調整後のＥ種取得価額は、株式分割、株式併合又は株式無償割当ての効力発生日（割当て

のための基準日がある場合はその日）の翌日以降、それぞれ適用されるものとする。調整額の算定上発生した

１円未満の端数は切り捨てるものとする。

調整後Ｅ種取得価額＝当該調整前Ｅ種取得価額×
１

分割・併合・無償割当ての比率

（３） その他の調整

　上記に掲げた事由によるほか、次に該当する場合には、当社は取締役会の決議に基づき、合理的な範囲にお

いてＥ種優先株式の取得価額及び／又は基準価額の調整を行うものとする。

①合併、会社分割、株式移転又は株式交換のためにＥ種取得価額の調整を必要とする場合。

②潜在株式等の取得原因が発生する可能性のある期間が終了した場合。但し、潜在株式等の全部について取得

原因が発生した場合を除く。

③潜在株式等にかかる（１）②に定める潜在株式等取得価額が修正される場合。

④上記のほか、当社の普通株式数に変更又は変更の可能性を生じる事由の発生によって取得価額の調整が必要

であると取締役会が合理的に判断する場合。

（会社法第322条第２項に規定する定款の定めの有無）

　会社法第322条第２項に規定する定款の定めはありません。
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９. Ｆ種優先株式の内容は以下のとおりです。

（優先配当金）

　当社は、当社が吸収分割又は新設分割をする場合において剰余金の配当をするときには、当該配当の基準日

の最終の株主名簿に記載又は記録されたＦ種優先株主又はＦ種優先登録質権者に対し、同日の最終の株主名簿

に記載された普通株主又は普通登録質権者に先立ち、Ｆ種優先株式１株につき、Ｆ種優先分配額に相当する額

をそれぞれ配当する。なお、本項に基づき配当される剰余金の額が、発行済のＦ種優先株式の数（自己株式を

除く。）にＦ種優先分配額を乗じた額の合計額に満たない場合には、本項に基づきＦ種優先株式１株当たりに

配当される剰余金の額の比率が、Ｆ種優先分配額の比率と同じになるように配当する。

　前項に基づく配当をした後、普通株主又は普通登録質権者に対して配当をするときは、同時に、Ｆ種優先株

主又はＦ種優先登録質権者に対して、Ｆ種優先株式１株当たり、普通株式１株当たりの配当額に、その時点に

おけるＦ種取得比率を乗じた額の配当をそれぞれ行う。なお、本条に基づく配当財産の計算上生じる１株未満

の端数は切り捨てるものとする。

（残余財産の分配）

　当社の残余財産を分配するときは、Ｆ種優先株主又はＦ種優先登録株式質権者に対し、Ｆ種優先株式１株に

つき金1,031円（以下「Ｆ種優先分配額」という。）が、普通株主又は普通登録株式質権者に先立ち分配され

る。但し、Ｆ種優先株式につき、株式分割、株式併合、株式無償割当又はこれに類する事由があったときは、

その比率に応じて、Ｆ種優先分配額は適切に調整される。Ｆ種優先株主又はＦ種優先登録株式質権者にＦ種優

先分配額の残余財産が分配されたのち、なお残余財産がある場合は、Ｆ種優先株主又はＦ種優先登録株式質権

者に対し、Ｆ種優先株式１株につき、普通株式１株に対して分配される残余財産と同額の残余財産が分配され

る。

（議決権）

　Ｆ種優先株主は、当社株主総会及びＦ種優先株主を構成員とする種類株主総会において、Ｆ種優先株式１株

につき１個の議決権を有する。

（普通株式を対価とする取得請求権）

　Ｆ種優先株主は、Ｆ種優先株主となった時点以降いつでも、保有するＦ種優先株式の全部又は一部につき、

当社がＦ種優先株式を取得するのと引換えに普通株式を交付することを当社に請求することができる権利（以

下「取得請求権」という。）を有する。その条件は以下のとおりとする。

（１）Ｆ種優先株式の取得と引換えに交付する普通株式数

Ｆ種優先株式１株の取得と引換えに交付する当社の普通株式の株式数（以下「Ｆ種取得比率」という。）

は次のとおりとする。かかる取得請求権の行使により各Ｆ種優先株主に対して交付される普通株式の数に

つき１株未満の端数が発生した場合はこれを切り捨て、金銭による調整を行う。

Ｆ種取得比率＝
Ｆ種優先株式の基準価額

取得価額

（２）上記（１）のＦ種優先株式の基準価額及び取得価額は、当初1,031円とする。

（取得条項に関する定め）

　当社は、当社の株式の金融商品取引所への上場の申請を行うことが取締役会で可決され、かつ当該株式公開

に関する主幹事の金融商品取引業者から要請を受けた場合、Ｆ種優先株式の基準価額及び取得価額をそれぞれ

1,031円とし、Ｆ種優先株式１株に対し、普通株式（基準価額÷取得価額）株の割合で、普通株式と引き換えに

Ｆ種優先株式を全部取得できるものとする。但し、基準価額及び取得価額については、次項「取得価額等の調

整」に定めるところに従い調整されることがある。

（取得価額等の調整）

Ｆ種優先株式の基準価額及び取得価額は、以下の定めにより調整される。

（１） 株式等の発行又は処分に伴う調整

　Ｆ種優先株式発行後、下記①又は②に掲げる事由により当社の株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる

可能性がある場合は、（取得条項に関する定め）の取得価額（以下「Ｆ種取得価額」という。）は、下記①の

場合は当該株式の１株当たりの払込金額に、下記②の場合は下記に定めるＦ種潜在株式等取得価額に、それぞ

れ変更されるものとする。

① 調整前のＦ種取得価額を下回る払込金額をもって株式を発行又は処分する場合。但し、株式無償割当てによ

る場合及び潜在株式等（取得条項付株式、新株予約権、新株予約権付社債、その他その保有者若しくは当社

の請求に基づき又は一定の事由の発生を条件として株式を取得し得る地位を伴う証券又は権利を意味する。

以下同じ。）の取得原因（潜在株式等に基づき会社が株式を交付する原因となる保有者若しくは当社の請求

又は一定の事由を意味する。以下同じ。）の発生による場合を除く。調整後のＦ種取得価額は、募集又は割

当てのための基準日があるときはその日の翌日、それ以外のときは株式の発行又は処分の効力発生日（会社

法第209条第２号が適用される場合は、同号に定める期間の末日）の翌日以降にこれを適用する。

② 調整前のＦ種取得価額を下回るＦ種潜在株式等取得価額をもって株式を取得し得る潜在株式等を発行又は処

分する場合（無償割当てを含む。但し、株式無償割当てを除く。）。本②にいう「Ｆ種潜在株式等取得価

額」とは、株式１株を取得するために当該潜在株式等の取得及び取得原因の発生を通じて負担すべき金額を
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意味するものとし、以下同様とする。調整後のＦ種取得価額は、募集又は割当てのための基準日がある場合

はその日、それ以外のときは潜在株式等の発行又は処分の効力発生日（会社法第209条第２号が適用される

場合は、同号に定める期間の末日）に、全ての潜在株式等につき取得原因が発生したものとみなし、このみ

なされる日の翌日以降にこれを適用する。

（２） 株式の分割、併合又は無償割当てによる調整

　Ｆ種優先株式発行後、株式の分割、併合又は株式無償割当てを行う場合は、Ｆ種取得価額は以下の調整式に

基づき調整される。調整後のＦ種取得価額は、株式分割、株式併合又は株式無償割当ての効力発生日（割当て

のための基準日がある場合はその日）の翌日以降、それぞれ適用されるものとする。調整額の算定上発生した

１円未満の端数は切り捨てるものとする。

調整後Ｆ種取得価額＝当該調整前Ｆ種取得価額×
１

分割・併合・無償割当ての比率

（３） その他の調整

　上記に掲げた事由によるほか、次に該当する場合には、当社は取締役会の決議に基づき、合理的な範囲にお

いてＦ種優先株式の取得価額及び／又は基準価額の調整を行うものとする。

①合併、会社分割、株式移転又は株式交換のためにＦ種取得価額の調整を必要とする場合。

②潜在株式等の取得原因が発生する可能性のある期間が終了した場合。但し、潜在株式等の全部について取得

原因が発生した場合を除く。

③潜在株式等にかかる（１）②に定める潜在株式等取得価額が修正される場合。

④上記のほか、当社の普通株式数に変更又は変更の可能性を生じる事由の発生によって取得価額の調整が必要

であると取締役会が合理的に判断する場合。

（会社法第322条第２項に規定する定款の定めの有無）

　会社法第322条第２項に規定する定款の定めはありません。

（２） 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

第13回新株予約権

決議年月日 2022年４月15日

付与対象者の区分及び人数（名） 当社従業員 68（注）６

新株予約権の数（個） ※ 2,010［1,960］（注）１

新株予約権の目的となる株式の種類、内容
及び数（株） ※

普通株式 402,000［196,000］（注）１、５

新株予約権の行使時の払込金額（円） ※ 279［558］（注）２

新株予約権の行使期間 2024年４月16日～2032年４月15日

新株予約権の行使により株式を発行する場合
の株式の発行価格及び資本組入額（円） ※

発行価格 279 ［558］
資本組入額 139.5［279］（注）５

新株予約権の行使の条件 （注）３

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関
する事項

（注）４

※ 新株予約権発行時（2022年４月16日）における内容を記載しております。新株予約権発行時から提出日の前月末

現在（2022年10月31日）にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を［ ］内に記載

しており、その他の事項については新株予約権発行時における内容から変更はありません。

（注）１．新株予約権１個につき目的となる株式数は、新株予約権発行時においては200株、提出日の前月末現在にお

いては100株です。

ただし、新株予約権１個あたりの目的となる株式数は、以下の定めにより調整されることがある。

（１）当社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合には、未行使の本新株予約権についてその１個

あたりの目的たる株式数を次の算式に伴い調整するものとし、調整により生じる１株の100分の１未満

の端数は切り捨て、金銭による調整は行わない。「分割の比率」とは、株式分割後の発行済普通株式総

数を株式分割前の発行済普通株式総数で除した数を、「併合の比率」とは、株式併合後の発行済普通株

式総数を株式併合前の発行済普通株式総数で除した数を、それぞれ意味するものとし、以下同じとす
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る。調整後の株式数は、株式分割の場合は会社法第183条第２項第１号に基づく株式分割の割当基準日

の翌日以降、株式併合の場合は株式併合の効力発生日の翌日以降、それぞれ適用されるものとする。

調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割・併合の比率

（２）当社が株主割当の方法により募集株式の発行又は処分を行う場合、株式無償割当てを行う場合、合併す

る場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合には、当社は適当と認

める新株予約権１個あたりの目的たる株式数の調整を行う。

２．行使価額は以下に定めるところに従い調整されることがある。

（１）当社が普通株式について株式の分割若しくは併合を行う場合、又は無償割当てにより普通株式を発行す

る場合には、未行使の本新株予約権について、行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整によ

り生じる１円未満の端数は切り上げる。「無償割当ての比率」とは、無償割当て後の発行済普通株式総

数（自己株式を除く。）を無償割当て前の発行済普通株式総数（自己株式を除く。）で除した数を意味

する。調整後の行使価額の適用時期は、株式の分割及び併合については注１第（１）号の調整後の株式

数の適用時期に準じ、無償割当てについては効力発生日（割当てのための基準日がある場合はその日）

の翌日以降適用されるものとする。

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
１

分割・併合・無償割当ての比率

（２）当社が、（i）時価を下回る１株あたりの払込金額での普通株式の発行又は処分（株式無償割当てを除

く。潜在株式等の取得原因の発生によるもの、並びに合併、株式交換、及び会社分割に伴うものを除

く。）、又は（ii）時価を下回る１株あたりの取得価額をもって普通株式を取得し得る潜在株式等の発

行又は処分（無償割当てによる場合を含むが、株式無償割当てを除く。また潜在株式等の取得原因の全

部又は一部の発生による場合を除く。）を行うときは、未行使の本新株予約権について行使価額を次の

算式に従い調整するものとし、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。なお、上記における

「潜在株式等」、「取得原因」及び「取得価額」の意味は以下のとおりとし、以下同様とする。「潜在

株式等」とは、取得請求権付株式、取得条項付株式、新株予約権、新株予約権付社債、その他その保有

者若しくは当会社の請求に基づき又は一定の事由の発生を条件として普通株式を取得し得る地位を伴う

証券又は権利（普通株式の交付を受けることのできる取得請求権の付された種類株式を目的とする新株

予約権のように、複数回の請求又は事由を通じて普通株式を取得し得るものを含む。）を意味する。

「取得原因」とは、潜在株式等に基づき当社が普通株式を交付する原因となる保有者若しくは当社の請

求又は一定の事由を意味する。「取得価額」とは、普通株式１株を取得するために当該潜在株式等の取

得及び取得原因の発生を通じて負担すべき金額を意味する。なお、本号において「時価」とは、調整後

の行使価額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の金融商品取引所における当社の普通株

式の普通取引の毎日の終値の平均値（終値のない日数を除く。）とする。平均値の計算は、円位未満小

数第２位まで算出し、その小数第２位を切り捨てる。但し、当社の普通株式が金融商品取引所に上場さ

れる前及び上場後45取引日（上場日を含む。）が経過するまでの期間においては、調整前の行使価額を

もって時価とみなす。上記調整による調整後の行使価額は、募集又は割当てのための基準日がある場合

はその日の翌日、それ以外の場合は普通株式又は潜在株式等の発行又は処分の効力発生日（会社法第

209条第１項第２号が適用される場合は、同号に定める期間の末日）の翌日以降に適用されるものとす

る。

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
既発行株式数 ＋

新発行株式数×１株当たり払込金額

時価

既発行株式数＋新発行株式数

なお、上記算式については下記の定めに従うものとする。

①「既発行株式数」とは、調整後の行使価額が適用される日の前日における、当社の発行済普通株式総

数（当社が保有するものを除く。）及び発行済の潜在株式等（当社が保有するものを除く。）の目的

たる普通株式数を合計した数を意味するものとする（但し、当該調整事由による普通株式又は潜在株

式の発行又は処分の効力が上記適用日の前日までに生じる場合、当該発行又は処分される普通株式及

び当該発行又は処分される潜在株式の目的たる普通株式の数は算入しない。）。

②当社が自己株式を処分することにより調整が行われる場合においては、「新発行株式数」は「処分す

る自己株式の数」と読み替えるものとする。

③当社が潜在株式等を発行又は処分することにより調整が行われる場合における「新発行株式数」と

は、発行又は処分される潜在株式等の目的たる普通株式の数を、「１株あたり払込金額」とは、目的

となる普通株式１株あたりの取得価額を、それぞれ意味するものとする。

（３）本注第（２）号の（ii）に定める潜在株式等の取得原因が発生する可能性のある期間が終了した場合に

は、当社は適当と認める行使価額の調整を行う。但し、その潜在株式等の全部について取得原因が発生

した場合を除く。

（４）当社が合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合には、当

社は適当と認める行使価額の調整を行う。

（５）当社が株主割当て又は株式無償割当て以外の方法で普通株式又は潜在株式等を発行又は処分する場合に

おいて、当社が調整を行わない旨を決定した場合には、本注第（２）号に基づく調整は行われないもの
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とする。

３．新株予約権の行使条件

（１）本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は新株予約権者について、次のいずれかの取

得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められない。ただ

し、当社が認めた場合はこの限りではない。

①当社が消滅会社となる吸収会社若しくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分

割、又は当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転について、法令上又は当社の定款上必要

な当社の株主総会の承認決議（株主総会決議に替えて総株主の同意が必要である場合には総株主の同

意の取得、そのいずれも不要である場合には、取締役会の決議（当社が取締役会設置会社でない場合

においては会社法第348条に定める業務の決定の方法に基づく決定））が行われたときは、当社は本

新株予約権を無償で取得することができる。

②当社の発行済株式総数の過半数の株式について、同時又は実質的に同時に特定の第三者（当社の株主

を含む）に移転する旨の書面による合意が、当該株式の各保有者と当該第三者との間で成立した場合

には、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。

③当社の株主による株式等売渡請求（会社法第179条の３第１項に定義するものを意味する。）を当社

が承認した場合には、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。

④新株予約権者が次のいずれかの身分とも喪失した場合、当社は未行使の本新株予約権を無償で取得す

ることができる。

（ａ）当社又は当社の子会社（会社法第２条第３号に定める当社の子会社を意味し、以下単に「子会

社」）の取締役又は監査役

（ｂ）当社又は子会社の使用人

（ｃ）顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず当社又は子会社との間で委任、

請負等の継続的な契約関係にあるもの

⑤次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は未行使の本新株予約権を無償で取得することが

できる。

（ａ）新株予約権者が禁固以上の刑に処せられた場合

（ｂ）新株予約権者が当社又は子会社と競合する業務を営む法人を直接若しくは間接に設立し、又は

その役員若しくは使用人に就任するなど、名目を問わず当社又は子会社と競業した場合。但

し、当社の書面による事前の承認を得た場合を除く。

（ｃ）新株予約権者が法令違反その他不正行為により当社又は子会社の信用を損ねた場合

（ｄ）新株予約権者が差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立を受け、又は公租公課の

滞納処分を受けた場合

（ｅ）新株予約権者が支払い停止若しくは支払い不能となり、又は振り出し若しくは引き受けた手形

若しくは小切手が不渡りとなった場合

（ｆ）新株予約権者につき破産手続開始、民事再生手続き開始、会社更生法手続き開始、特別清算手

続き開始その他これらに類する手続き開始の申し立てがあった場合

（ｇ）新株予約権者につき解散の決議が行われた場合

（ｈ）新株予約権者が反社会的勢力（暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、

その他暴力、威力又は詐欺的手法を使用して経済的利益を追求する集団又は個人を意味す

る。）であること、又は資金提供等を通じて反社会的勢力と何らかの交流若しくは関与を行っ

ていることが判明した場合

（ｉ）新株予約権者が本要項又は当社と締結した契約に違反した場合

⑥新株予約権者が当社又は子会社の取締役若しくは監査役又は使用人の身分を有する場合（本新株予約

権発行後にかかる身分を有するに至った場合も含む。）において、次のいずれかに該当する事由が発

生した場合、当社は、未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。

（ａ）新株予約権者が自己に適用される当社又は子会社の就業規則に規定する懲戒事由に該当した場

合

（ｂ）新株予約権者が取締役としての忠実義務等当社又は子会社に対する義務に違反した場合

（２）本新株予約権の行使は新株予約権者が生存していることを条件とし、新株予約権者が死亡した場合、本

新株予約権は相続されず、本新株予約権は行使できなくなるものとする。

（３）新株予約権者は、本新株予約権の目的である当社普通株式がいずれかの金融商品取引所に上場されるま

での期間は、新株予約権を行使することができないものとする。但し、当社が認めた場合はこの限りで

はない。

（４）本新株予約権の行使は１新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないも

のとする。

４．組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

当社が組織再編行為を行う場合は、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の権利

者に対して、手続に応じそれぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若し

くは新設会社、又は株式交換若しくは株式移転における完全親会社（いずれの場合も株式会社に限る。以下

総称して「再編対象会社」という。）の新株予約権を、下記の方針に従って交付することとする。但し、下

記の方針に従って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、組織再編行為にかかる契約又は計画において
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定めた場合に限るものとする。

（１）交付する再編対象会社の新株予約権の数

権利者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

（２）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

（３）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、上表の「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」に準じ

て決定する。

（４）新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法

組織再編行為の条件等を勘案の上、上表の「新株予約権の行使時の払込金額」で定められる行使価額を

調整して得られる再編後行使価額に、上記（３）に従って決定される当該新株予約権の目的である再編

対象会社の株式の数を乗じた額とする。

（５）新株予約権を行使することができる期間

上表の「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行

為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上表の「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行

使することができる期間の末日までとする。

（６）権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容

上表の「新株予約権の行使の条件」に準じて、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めるもの

とする。

（７）新株予約権の譲渡制限

新株予約権の譲渡について、再編対象会社の取締役会（取締役会非設置会社の場合は株主総会）の承認

を要するものとする。

（８）組織再編行為の際の取扱い

本項に準じて決定する。

５．2022年８月22日開催の取締役会決議及び2022年９月６日開催の臨時株主総会決議に基づき、2022年９月６日

付で普通株式２株につき１株の割合で株式併合を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる

株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行

する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

６．権利の放棄・喪失等により、本書提出日の前月末現在における付与対象者の区分及び人数は、当社従業員66

名となっております。

② 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

（３） 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

（４） 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
（株）

発行済株式
総数残高
（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金
増減額
（千円）

資本準備金
残高

（千円）

2022年４月21日
Ｆ種優先株式

1,940,000

普通株式
14,060,000

Ａ種優先株式
5,540,000

Ｂ種優先株式
1,666,200

Ｃ種優先株式
4,195,200

Ｄ種優先株式
1,640,000

Ｅ種優先株式
194,400

Ｆ種優先株式
1,940,000

1,000,070 1,100,070 1,000,070 2,109,955

（注）2022年４月21日を払込日とする第三者割当増資により、発行済株式総数が1,940,000株、資本金が1,000,070千

円及び資本準備金が1,000,070千円増加しております。

有償第三者割当 発行価格 1,031円 資本組入額 515.5円

割当先 Image Frame Investment (HK) Limited
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（５） 【大株主の状況】

2022年５月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（株）

発行済株式（自己株
式を除く。）の総数
に対する所有株式の

割合（％）

加藤 貞顕 東京都千代田区 11,380,000 38.92

フェムトグロースキャピタル投資事業有限
責任組合

東京都中央区日本橋室町二丁目４番３号 3,640,000 12.45

株式会社日本経済新聞社 東京都千代田区大手町一丁目３番７号 1,982,000 6.78

Image Frame Investment (HK) Limited

Level 29, Three Pacific Place, 1

Queen's Road East, Wanchai, Hong

Kong

1,940,000 6.64

ジャフコSV4共有投資事業有限責任組合 東京都港区虎ノ門一丁目23番１号 1,900,000 6.50

CA Startups Internet Fund １号投資事業
有限責任組合

東京都渋谷区宇田川町40番１号 1,420,000 4.86

UUUM株式会社 東京都港区赤坂九丁目７番１号 820,000 2.80

株式会社テレビ東京ホールディングス 東京都港区六本木三丁目２番１号 820,000 2.80

SMBCベンチャーキャピタル４号投資事業有
限責任組合

東京都中央区八重洲一丁目３番４号 660,800 2.26

有限責任事業組合フェムト・スタートアッ
プ

東京都渋谷区神宮前五丁目53番67号 640,000 2.19

計 25,202,800 86.21

（６） 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

2022年５月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） － － －

完全議決権株式（その他）

普通株式 14,060,000
Ａ種優先株式 5,540,000
Ｂ種優先株式 1,666,200
Ｃ種優先株式 4,195,200
Ｄ種優先株式 1,640,000
Ｅ種優先株式 194,400
Ｆ種優先株式 1,940,000

普通株式 14,060,000
Ａ種優先株式 5,540,000
Ｂ種優先株式 1,666,200
Ｃ種優先株式 4,195,200
Ｄ種優先株式 1,640,000
Ｅ種優先株式 194,400
Ｆ種優先株式 1,940,000

－

単元未満株式 － － －

発行済株式総数 29,235,800 － －

総株主の議決権 － 29,235,800 －

② 【自己株式等】

該当事項はありません。
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２ 【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４ 【経理の状況】

１ 四半期財務諸表の作成方法について

当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第63

号）に基づいて作成しております。

２ 監査証明について

当社は、株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程第216条第６項の規定に基づき、金融商品取引法第193条の２

第１項の規定に準じて、第２四半期会計期間（2022年３月１日から2022年５月31日まで）及び第２四半期累計期間

（2021年12月１日から2022年５月31日まで）に係る四半期財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による四半

期レビューを受けております。

３ 四半期連結財務諸表について

当社は、子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。

４ 最初に提出する四半期報告書の記載上の特例

当新規上場申請のための四半期報告書は、「企業内容等開示ガイドライン24の４の７-６」の規定に準じて前年同四

半期との対比は行っておりません。
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１ 【四半期財務諸表】

（１） 【四半期貸借対照表】

（単位：千円）

当第２四半期会計期間
（2022年５月31日）

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,642,912

売掛金 133,246

仕掛品 2,618

未収入金 756,617

その他 33,134

流動資産合計 3,568,529

固定資産

有形固定資産 26,640

無形固定資産 400

投資その他の資産 92,796

固定資産合計 119,837

資産合計 3,688,367

負債の部

流動負債

買掛金 6,858

未払法人税等 13,820

預り金 1,012,744

その他 244,519

流動負債合計 1,277,943

固定負債

長期借入金 160,000

固定負債合計 160,000

負債合計 1,437,943

純資産の部

株主資本

資本金 1,100,070

資本剰余金 2,562,103

利益剰余金 △1,411,749

株主資本合計 2,250,424

純資産合計 2,250,424

負債純資産合計 3,688,367
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（２） 【四半期損益計算書】

【第２四半期累計期間】

（単位：千円）
当第２四半期累計期間
（自 2021年12月１日
至 2022年５月31日）

売上高 1,142,997

売上原価 120,701

売上総利益 1,022,295

販売費及び一般管理費 ※ 1,339,147

営業損失（△） △316,851

営業外収益

受取利息 3

違約金収入 4,049

その他 1,824

営業外収益合計 5,878

営業外費用

支払利息 597

為替差損 5,701

上場関連費用 5,203

営業外費用合計 11,502

経常損失（△） △322,475

税引前四半期純損失（△） △322,475

法人税、住民税及び事業税 1,350

法人税等合計 1,350

四半期純損失（△） △323,825
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（３） 【四半期キャッシュ・フロー計算書】

（単位：千円）
当第２四半期累計期間
（自 2021年12月１日
至 2022年５月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期純損失（△） △322,475

減価償却費 7,908

受取利息 △3

支払利息 597

売上債権の増減額（△は増加） △2,702

棚卸資産の増減額（△は増加） △1,800

仕入債務の増減額（△は減少） △1,367

未収入金の増減額（△は増加） △166,283

未払金の増減額（△は減少） 29,305

未払費用の増減額（△は減少） 5,418

前受金の増減額（△は減少） 29,540

預り金の増減額（△は減少） 196,321

その他 7,049

小計 △218,491

利息の受取額 3

利息の支払額 △597

法人税等の支払額 △2,700

法人税等の還付額 2

営業活動によるキャッシュ・フロー △221,783

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △7,290

敷金及び保証金の差入による支出 △237

投資活動によるキャッシュ・フロー △7,527

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入 2,000,140

財務活動によるキャッシュ・フロー 2,000,140

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,770,828

現金及び現金同等物の期首残高 872,084

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※ 2,642,912
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【注記事項】

（会計方針の変更等）

（収益認識に関する会計基準等の適用）

　「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」とい

う。）等を第１四半期会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、

当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。これにより当

第２四半期累計期間の損益に与える影響はありません。

　収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っ

ておりますが、利益剰余金期首残高に与える影響はありません。

（追加情報）

（時価の算定に関する会計基準等の適用）

　「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」とい

う。）等を第１四半期会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基

準」（企業会計基準第10号 2019年７月４日）第44－２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基

準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。なお、四半期財務諸表に与え

る影響はありません。

（新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に関する会計上の見積り）

　新規上場申請のための有価証券報告書（Iの部）の（重要な会計上の見積り）に記載した新型コロナウイルス

感染症の影響に関する仮定について重要な変更はありません。

（四半期損益計算書関係）

※ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりです。

当第２四半期累計期間
（自 2021年12月１日
至 2022年５月31日）

給与及び手当 482,230千円

支払手数料 308,831 〃

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は次のとおりで

す。

当第２四半期累計期間
（自 2021年12月１日
至 2022年５月31日）

現金及び預金 2,642,912千円

現金及び現金同等物 2,642,912 〃
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（株主資本等関係）

当第２四半期累計期間（自 2021年12月１日 至 2022年５月31日）

１. 配当金支払額

該当事項はありません。

２. 基準日が当第２四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期会計期間の末日後

となるもの

該当事項はありません。

３. 株主資本の著しい変動

当社は、2022年４月21日付で、Image Frame Investment (HK) Limitedより第三者割当増資の払込みを受け

ました。この結果、当第２四半期累計期間において資本金が1,000,070千円、資本準備金が1,000,070千円増

加し、当第２四半期会計期間末において資本金が1,100,070千円、資本剰余金が2,562,103千円となっており

ます。

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

当第２四半期累計期間（自 2021年12月１日 至 2022年５月31日）

　 当社は、メディアプラットフォーム事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

（収益認識関係）

　当社は、メディアプラットフォーム事業の単一セグメントであるため、セグメント情報の記載を省略しており

ますが、主要なサービスの種類及び取引形態により収益を分解した情報は以下のとおりです。

　なお、継続取引とは主にサブスクリプション型の取引で、一定の期間にわたり移転される財又はサービスで

す。単発取引はそれ以外の取引であり、一時点で移転される財又はサービスです。

当第２四半期累計期間（自 2021年12月１日 至 2022年５月31日）

（単位：千円）

note note pro
法人向け
サービス

その他（注） 合計

継続取引 221,133 141,017 － 52,912 415,063

単発取引 672,459 － 54,620 854 727,934

顧客との契約から
生じる収益（合計）

893,593 141,017 54,620 53,767 1,142,997

その他の収益 － － － － －

外部顧客への売上高 893,593 141,017 54,620 53,767 1,142,997

（注）主なものは、当社が運営するメディアのサービス収入などです。

　



― 26 ―

（１株当たり情報）

１株当たり四半期純損失及び算定上の基礎は、以下のとおりです。

当第２四半期累計期間
（自 2021年12月１日

至 2022年５月31日）

１株当たり四半期純損失（△） △23円35銭

（算定上の基礎）

四半期純損失（△）（千円） △323,825

普通株主及び普通株主と同等の株主に帰属しない金額（千円） －

普通株式及び普通株式と同等の株式に係る四半期純損失（△）（千円） △323,825

普通株式及び普通株式と同等の株式の期中平均株式数（株） 13,866,416

（うちＡ種優先株式数（株）） 2,252,527

（うちＢ種優先株式数（株）） 677,465

（うちＣ種優先株式数（株）） 1,705,740

（うちＤ種優先株式数（株）） 666,813

（うちＥ種優先株式数（株）） 79,041

（うちＦ種優先株式数（株）） 218,516

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益の算定に含
めなかった潜在株式で、前事業年度末から重要な変動があったものの概要

第13回新株予約権
新株予約権の数 2,010個
普通株式 201,000株

（注）１. 潜在株式調整後１株当たり四半期純損失については、潜在株式は存在するものの、当社株式は非上場であり、

期中平均株価が把握できないため、また、１株当たり四半期純損失であるため、記載しておりません。

２. Ａ種優先株式、Ｂ種優先株式、Ｃ種優先株式、Ｄ種優先株式、Ｅ種優先株式及びＦ種優先株式は、剰余金の

配当請求権について普通株式と同等の権利を有しているため、普通株式と同等の株式としております。

３. 2022年９月６日付で普通株式２株につき１株の割合で株式併合を行っております。当事業年度の期首に当該

株式併合が行われたと仮定して１株当たり四半期純損失を算定しております。

（重要な後発事象）

１. 優先株式の取得及び消却

株主からの取得請求権の行使を受けたことにより、2022年８月26日付でＡ種優先株式、Ｂ種優先株式、Ｃ

種優先株式、Ｄ種優先株式、Ｅ種優先株式及びＦ種優先株式のすべてを自己株式として取得し、対価として

Ａ種優先株式、Ｂ種優先株式、Ｃ種優先株式、Ｄ種優先株式、Ｅ種優先株式及びＦ種優先株式１株につき、

それぞれ普通株式１株を交付しております。また、当社が取得したＡ種優先株式、Ｂ種優先株式、Ｃ種優先

株式、Ｄ種優先株式、Ｅ種優先株式及びＦ種優先株式のすべてについて、2022年８月22日開催の取締役会に

おいて、会社法第178条の規定に基づき消却することを決議し、2022年８月29日付で消却しております。

（１） 取得及び消却した株式数

Ａ種優先株式 5,540,000株

Ｂ種優先株式 1,666,200株

Ｃ種優先株式 4,195,200株

Ｄ種優先株式 1,640,000株

Ｅ種優先株式 194,400株

Ｆ種優先株式 1,940,000株

（２） 交換により交付した普通株式数 15,175,800株

（３） 交付後の発行済普通株式数 29,235,800株
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２. 株式併合

当社は、2022年８月22日開催の取締役会において、2022年９月６日開催の臨時株主総会に普通株式の併合

に関する議案を付議することを決議し、同株主総会において、承認可決されました。当該株式併合の内容は

次の通りです。

（１）株式併合の目的

　当社の中長期的な株価変動等を勘案しつつ投資単位を適切な水準に調整するため。

（２）株式併合の内容

① 株式併合する株式の種類

普通株式

② 株式併合の方法・比率

2022年９月６日をもって、2022年９月６日の最終の株主名簿に記録された株主の所有株式（普通株

式）について、２株につき１株の割合で併合

③ 株式併合により減少する株式数

株式併合前の発行済株式総数（2022年９月６日） 29,235,800株

株式併合により減少する株式数 14,617,900株

株式併合後の発行済株式総数 14,617,900株

（３）１株当たり情報に与える影響

　「１株当たり情報」は、当該株式併合が当事業年度の期首に行われたものと仮定して算出しており、

これによる影響については、当該箇所に反映されております。

３. 資本金の額の減少及び剰余金の処分

当社は、2022年10月12日開催の取締役会において、2022年11月４日開催の臨時株主総会に、資本金の額の

減少及び剰余金の処分について付議することを決議し、同株主総会において承認可決されました。

（１）資本金の額の減少及び剰余金の処分について

　資本金の額の減少につきましては、今後の資本政策の柔軟性及び機動性を確保することを目的とし

て、会社法第447条第１項の規定に基づき、資本金の額の減少を行うものです。

　剰余金の処分につきましては、欠損を填補し、資本構成の是正を図る目的から、会社法第452条の規

定に基づき、増加後のその他資本剰余金の一部を繰越利益剰余金に振り替えるものです。

（２）資本金の額の減少について

① 減少すべき資本金の額

資本金1,100,070千円のうち1,000,070千円を減少し、100,000千円といたします。

② 資本金の額の減少の方法

発行済株式総数の変更は行わず、減少する資本金の額をその他資本剰余金へ振り替えます。

（３）剰余金の処分について

① 増加する剰余金の項目及び金額

繰越利益剰余金 1,000,070千円

② 減少する剰余金の項目及び金額

その他資本剰余金 1,000,070千円

（４）資本金の額の減少及び剰余金の処分の日程

① 取締役会決議日 2022年10月12日

② 臨時株主総会決議日 2022年11月４日

③ 債権者異議申述最終日 2022年11月28日（予定）

④ 効力発生日 2022年11月29日（予定）
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２ 【その他】

該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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